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麻疹・風疹・水痘・ムンプスの感染対策とワクチンプログラム

国立感染症研究所　感染症疫学センター
森野　紗衣子

はじめに

　麻疹・風疹・水痘・ムンプス（MMRV）はいずれも感染
力が高く、免疫不全者、妊婦等では特に重篤な転帰とな
りうる疾患である。院内において、予期せず予防策なしに
MMRVの感染者が発生した場合には、その影響と対応
の負担は極めて大きいものとなる。本人の重症化の可能
性に加えて、周囲の患者、医療関係者への感染源となる
こと、加えて初動に時間を要すると、接触者が倍増するこ
ととなりさらに影響は増大する。その結果、病院機能維持
にも困難、影響をきたす恐れもある。MMRVの感染対策
はこうしたリスクを想定した平時の対応が大きな意味を持
ち、要となる。またその上で発生時には迅速な対応が求め
られる。
　今回、医療機関での麻疹対応ガイドライン第七版（国
立感染症研究所感染症疫学センター）、および、医療関

係者のためのワクチンガイドライン第3版（一般社団法人　
日本環境感染学会 ワクチン委員会)を主な参考文献とし
て本稿を作成した。

1）各疾患の疾患概要
　各疾患の病原体、感染経路、感染可能期間、潜伏期間、
臨床像などの疾患特性、ワクチンに関する情報をふま
えて感染対策を取ることが肝要である。診断には臨床
所見に加えて、疫学情報（流行状況、渡航歴、接触歴、
予防接種歴等）が有用な情報となる。表 1 に感染対策
に関連する各種項目をまとめた。
麻疹、水痘は空気感染し、とくに感染力が強い。風疹、
流行性耳下腺炎は不顕性感染があり、その場合にも感
染源となりうるほか、いずれの疾患も罹患者は発症前
からウイルスの排出があり周囲への感染力を持つため、
有症状者に対応した飛沫感染予防、接触感染予防のみ

① –3、② –4　 共通テキスト 　

表 1　 麻疹・風疹・水痘・ムンプスの感染対策に関連する特徴およびワクチン

※ 基本再生産数 (RO)：全員が感受性者である集団において 1 人の患者が発生した時その患者から感染する人の平均人数　Vaccines. 7th ed. Plotkin 参照値
*　風疹、流行性耳下腺炎については、緊急ワクチン接種の有効性に関するエビデンスは得られていないが、接種により今回の曝露で感受性者が発生しなかった
場合でも免疫を付与されることになるとの考えから米国ではワクチン接種が勧められている．（ガイドラインより）
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では予防が困難である。
帯状疱疹は水痘（水痘帯状疱疹ウイルス（Varicella 
Zoster virus; VZV）の初感染の病態）に罹患した際に、
脊髄後根神経節等に潜伏した VZV が再活性化して発症
する病態で、VZV 感受性者にとって感染源となりうる。
現在、帯状疱疹予防ワクチンも 2 種類の選択肢がある。

発生時対応と平常時の対応策

1）発生時対応

　今回麻疹対応を主に、表２に医療機関での麻疹対応

ガイドライン第七版の記載に準じる形で、院内で感染対
策なしに麻疹患者が発生した場合の対応事項を大きく、
発症者対応、接触者対応、情報共有に分け列記した。
発症者対応として、陰圧個室管理で診療にあたるととも
に、確定診断のための検体採取、接種歴を含む基本情
報、行動歴調査から、感染源調査、接触者調査につなげ
る。感染源調査は未探知の更なる麻疹患者発生の可能
性を早期に探知すること、接触者調査は発端となった症
例からの二次感染例の発生、感染拡大を最小限に抑え
るための対応として重要である。発生届は診断後速やか

紫外線でも不活化される

発症者対応

•陰圧個室管理

•診療

•診断

•検体採取［PCR︓EDTA ⾎、咽
頭ぬぐい液、尿、抗体測定
（IgM/急性期・回復期IgG）︓
⾎清］

•基本情報・⾏動歴調査

•感染源調査

•接触者調査

•発⽣届

接触者対応調査と
感染拡⼤防⽌策

•感染可能期間の接触者のリスト
アップ［世帯内居住者，直接対
⾯接触者，同⼀空間の共有者︓
患者、⾯会者、付き添い者、職
員、ボランティア、実習⽣、出
⼊り業者等］

•接触者の接種歴・罹患歴確認、
連絡

•職員、ボランティア、実習⽣等

•⼊院/外来患者・⾯会者・付き添
い者

•発症予防策対応︓感受性者の抽
出、説明

•MRワクチン接種［接触後72時
間以内］

•免疫グロブリン投与［接触後6
⽇以内］

•緊急接種ワクチン在庫確認・確
保・体制準備

•接触者の健康観察［接触から5〜
21⽇間］

•⽋勤者の把握

•診療体制調整・整備

感染拡⼤防⽌のための
情報共有

•院内情報共有と周知⼿順の確認

•感染可能期間の⾏動，接触者情
報の整理

•院内連絡・協⼒体制

• ICT・施設⻑（意思決定権を持
つ者）

•院内感染対策委員会

•病院内各部署

•職員全体

•接触者［健康観察・接触後対策
の伝達］

•患者家族

•接触者・同⼀空間共有者

•保健所

•地域連携［近隣医療機関、地域
住⺠］

表 2　院内で麻疹患者が発生した場合の対応事項（医療機関での麻疹対応ガイドライン第七版より著者抜粋作図）
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に行う。なお、麻しんに関する特定感染症予防指針、風し
んに関する特定感染症予防指針ではそれぞれ排除状
態の維持、あるいは排除状態を評価するために、原則とし
て全例のウイルス遺伝子検査が求められている。
接触者対応は、接触者をリストアップし、情報提供、接種
歴、罹患歴の確認、潜伏期間中の健康観察依頼を含む
説明等を行う。感受性者の場合には発症予防策を検討、
説明の上、対応を要する。さらに地域流行がある際には、
麻疹疑い患者受診時の対応等を院内で強化周知するな
どの対応も必要となる。
こうした対応を迅速に行うためには迅速な情報共有と方
針決定が重要である。そのために明確化された情報の共
有・伝達の手順等はスムースな対応の基盤となる。情報
共有は院内にとどまらず、保健所と連携し、状況に応じて、
地域の医療機関、一般市民の方々への情報共有を検討
する。
なお、各感染症患者の感染可能期間は、接触者が発生
した可能性のある期間、患者と感受性者との接触を避け
る必要のある期間と考えられる。また、潜伏期間は患者の
感染源調査および接触者において発症する可能性のあ
る期間として要健康観察期間にあたり、他の感受性者と
接触しない体制とする。

2）平時の対応

　MMRVの感染対策は平時の備えが非常に重要であ
る。
職業上の安全性の観点から、勤務・実習開始前に職員、
実習生等医療関係者における予防接種歴・罹患歴の確
認、必要の際の抗体価検査、および感受性者対策を完了
しておくことが原則となる。この詳細は後述する。併せて、
MMRV患者、あるいはMMRV疑い患者の受診を想定し
た診療体制整備と発生時に向けた備え、また院内の情
報共有の方法の確認等、院内マニュアルの作成や充実
は平時から整備しておくことが望まれる。

3）ガイドラインに基づくワクチンプログラム

　医療関係者のためのワクチンガイドライン第3版（2020
年7月27日発行）における指針を記す。接種の対象範囲
は、非医療職を含めて医療機関で実習・ボランティア活
動・勤務を行う全ての人、加えて出入り業者、救急隊員、
処方箋薬局勤務者についても言及されている。
図は同ガイドラインにおけるMMRV対応フローチャートで
ある。罹患歴、接種歴の確認結果に基づいた対応が示さ
れており、「1歳以上で2回の予防接種記録を持つこと」を
原則とする点は第1版から第3版まで一貫した基本方針と

紫外線でも不活化される
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されている。　

　まず罹患歴・接種歴の確認を行う。なお、０歳で受けた
接種は母体からの移行抗体の影響で免疫獲得が不十
分なことがあるため回数には含めず、1歳以上の接種回
数が対象となる。
　勤務・実習前に、1歳以上で「2回」の予防接種の記録
を提出、本人と医療機関の両者で保管することが原則と
される（図内A）。これに該当する場合、対応は完了とな
る。次に、予防接種の記録が1歳以上で「1回」の者は、
1回目の接種から少なくとも4週間以上あけて2回目の予
防接種を受け、計2回の接種記録を医療機関に提出する

（B）。既罹患で予防接種を受けていないとの場合は、抗
体陽性の検査結果を提出する（C）。上記のいずれにも該
当しない者は、MMRVのワクチンの接種不適当者に該当
しなければ、少なくとも4週間以上あけて「2回」の予防接
種を受け、その記録を医療機関に提出する（D）。MMRV
のワクチンの接種不適当者に該当する場合は、個人の
プライバシーと感染発症予防に十分に配慮し、MMRV
患者発生時に勤務・実習体制を配慮する等の対応を行う

（E）。
　付表である抗体価の考え方の表は予防接種の記録が
ない場合に使用するものとして位置づけられており、1 歳
以上で2 回の予防接種記録がある場合は、抗体検査は
必須ではない。ただし、抗体を保有している場合にワクチ
ンを接種することは医学的に問題はない。

注意事項

　接種にあたっては、免疫不全者、妊婦等、MMRVのワ
クチンの接種不適当者に留意する。また、女性では、プラ
イバシーに十分に配慮した上で妊娠していないこと、妊娠
している可能性がないことを確認し、接種後2か月間は妊
娠を避けるように注意する。接種前には疾患概要、ワクチ
ンの有効性、安全性に関する情報提供も重要である。
　また、2回の予防接種歴があっても、接種で抗体が陽転
化しない一次ワクチン不全、抗体の減衰：二次ワクチン不
全があり得、修飾麻疹を発症する場合がある。典型麻疹
症例はきわめて感染力が強いため、ガイドラインでは担当
として携わる場合はN95マスクの装着が望ましいとされて

いる。

おわりに

　医療関係者のためのワクチンガイドライン　第3版では、
フローチャートが大きく刷新された。これは抗体価の基準
を満たすまで接種を受け続けなければならないとの誤解
を解消することを意図されたものであった。第3版における
minimum requirementとして、接種不適当者に該当し
ない場合は、1歳以上で2回の予防接種の記録を本人と
医療機関で保管することを大前提とし、既罹患者は抗体
検査で確認して保管することとされている。MMRVのワク
チンプログラムについては、Q&A集も作成されており、ぜ
ひご参照いただきたい。
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